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泉小学校跡地周辺地区における 

地区計画（素案）に関する説明資料 

 

 

市では、平成 29 年１月に「泉小学校跡地活用方針」を決定しました。 

今後は、跡地活用方針の内容を踏まえつつ、地域の特性に応じた将来像の実現に向け

て、小学校の跡地を中心とした地域において、地区計画（建築物の建て方のルールなど）

を定める予定です。 

このたび、地区計画の素案を作成いたしましたのでご紹介します。 
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１． 泉小学校跡地活用の概要 

各活用エリアの配置及び内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「泉小学校跡地活用方針」より抜粋 

【地域活用エリア】 

公園施設 

＜ボール遊び機能＞ 

子どもから高齢者までがともに集える憩いの場とし

て、ボール遊びスペースを有した公園を整備します。 

＜防災機能＞ 

公園施設では、泉小学校が担ってきた災害拠点として

の役割を引き継ぐとともに、災害時に必要となる設備

等（備蓄倉庫・かまどベンチ・マンホールトイレ等）

を整備します。 

このほか、泉小学校の歴史を保存するために、公園施

設内にメモリアルを設置します。 

【行政活用エリア】 

①障害者福祉施設（定期借地） 

生活介護・就労継続等、障害福祉サービ

ス事業所等を民間資本により整備し、障

害のある人の支援の充実を図ります。 

【行政活用エリア】 

②高齢者福祉施設（定期借地） 

在宅療養及び認知症等関連施設を民間

資本により整備し、医療・介護の連携及

び高齢者の居場所等の充実を図ります。 

【行政活用エリア】 

③売却用地Ａ 
（旧体育館及びプール部分） 

④売却用地Ｂ 
（旧交通安全訓練場部分） 

この跡地活用方針において、

周辺の住環境に配慮するた

め、都市計画法に基づく地区

計画制度を活用することと

しています。 
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２． 泉小学校跡地周辺地区の将来像 

 

西東京市では、「西東京市都市計画マスタープラン（平成 26 年３月改定）」に基づいてまちづくり

を進めています。泉小学校跡地周辺地区では、まちづくりの方針として以下の位置づけがあります。 

 

「中層住宅地区」（下図の黄色) 

住環境の保全に努めつつ、良好な中・低層住宅が立地するように規制、誘導します。 

「低層住宅地区」(下図のうす緑色) 

ゆとりをもって建築された戸建て住宅などの低層住宅が集積するように規制、誘導します。 

良好な住環境を維持するため敷地規模の維持や敷地内の緑化の促進を図ります。 

 

中央地域まちづくり方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 西東京市都市計画マスタープラン 

 

 

  

泉小学校跡地周辺地区 

地区計画（建築物の建て方のルールなど）の検討 
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３． 地区計画とは 

 

地区計画は、道路等の配置や規模、建築物等に関する制限などについて、地区の特性に応じた独

自のルールをつくり、これを都市計画に位置付けて守っていく制度です。 

地区計画は、地区の目標や将来像を示す「地区計画の方針」と、建築物の建て方のルールなどを

具体的に定める「地区整備計画」で構成され、地域の皆様のご意見を伺いながら、その地区独自の

まちづくりのルールを、きめ細かく定めていきます。 

 

 地区計画では、このようなルールを定めることができます  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

壁面の位置を制限

することができま

す 

敷地面積の最低限

度を定めることが

できます 

建築物の高さの最

高限度を定めるこ

とができます 

建築物の用途を

制限することが

できます 

建築物の形態又は色彩その

他の意匠を制限することが

できます 

垣又は柵の構造を制限する

ことができます 

道路や公園などの配置や規

模を定めることができます 
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４． 泉小学校跡地周辺地区地区計画（素案）の概要 

 

 

 

位置と面積 

西東京市泉町三丁目及び泉町四丁目各地内 約 1.8 ヘクタール 

地区計画の区域と地区区分 

地区計画の区域は、学校跡地及び隣接地の

一部を含む範囲を設定します。 

また、区域内を４つの地区に区分し、この

うち沿道地区を除く３地区（地区整備計画区

域）に、次回の建て替え等の際に適用となる

建築物の建て方のルールを定める予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

地区計画の目標 

周辺の住環境と調和したみどり豊かで良好な市街地の形成及び保全を図ることを目標とします。 

土地利用の方針 

地区区分 方針 

公共公益施設地区 周辺の住環境に配慮しつつ、公共公益施設の誘導を図ります。 

公園地区 オープンスペースとしての機能を維持しつつ、地域に親しまれる良好な都市環

境の形成を図ります。 

住宅地区 低層住宅を主体とした、みどり豊かで良好な市街地の形成及び保全を図ります。 

沿道地区（※） 周辺環境と調和した、生活幹線道路沿道にふさわしい良好な街並みの形成を図

ります。 

※沿道地区には土地利用の方針のみを定め、５ページ以降に紹介する具体的なルールはありません。 

道路や公園の配置計画 

種別 配置計画 

道路 泉小学校跡地の北側にある道路は、防災性の向上及び安全で快適な歩行空間を確保するた

め、現在の幅員約４ｍの道路を学校跡地側に拡幅して、歩道を配置した幅員８ｍの道路を

整備します。 

公園 公園地区には、地域住民の憩いと交流の場となる約5,100㎡の公園を整備します。 

地区計画の目標・方針など 
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泉小学校跡地のうち、市が引き続き土地を所有する範囲については以下の 7 種類のルールを定め

る予定です。 

①建築物等の用途の制限 

地区の特性にあった土地利用を誘導するため、用途地域による制限に加え、地区計画でさらに用

途を制限します。 

 

 

 

               

                        

 

 

 

 

②建築物の敷地面積の最低限度 

敷地の細分化を防止し、ゆとりある市街地環境を確保するため、1,000 ㎡以上とします。これに

より、敷地面積を 1,000 ㎡未満に分割して建築物を建てることを制限します。 

＜敷地分割の例＞ 

 

 

 

 

 

③壁面の位置の制限 

建築物と建築物の間隔を空けて日当たりや風通しを確保し、良好な市街地の形成を図るため、隣

地境界線から建築物の壁面までの距離は１ｍ以上とします。 

 

 

 

 

  

におけるルール（案） 

用途地域による制限 

●規模の大きな店舗、事務所 

●カラオケボックスやゲームセンター 

●ボーリング場などのスポーツ施設 

●映画館や劇場 

●キャバレーなどの風俗施設 

●工場、倉庫  

などは建築できません 

地区計画による制限 

●戸建住宅（兼用住宅を含む） 

●神社、寺院、教会 

●公衆浴場 

 

 

 

 も建築できないようにします 

公共公益施設地区 

2,800 ㎡ 1,000

㎡ 
1,800

㎡ 

公共公益施設地区 

2,800 ㎡ 1,000

㎡ 

1,000

㎡ 

800 

㎡ 

隣地境界線 

1m 

以上 

公共公益施設地区 公園地区 

公共公益施設地区 公園地区 

＋ 
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④建築物等の高さの最高限度 

周辺の住環境に配慮した街並みの形成を図るため、公共公益施設地区では建築物の高さを 12ｍ以

下、かつ地上3階以下とします。 

公園地区はより上限を下げて、建築物の高さを 10ｍ以下とします。 

 

⑤建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

落ち着きのある良好な街並みの形成を図るため、建築物の外壁等の色彩は周辺環境との調和に配

慮したものとします。 

 

⑥垣又は柵の構造の制限 

ブロック塀等の倒壊による災害を防ぎ、みどり豊かな街並みの形成を図るため、道路に面して垣、

柵を設ける場合は、生垣又はフェンスとします。 

ただし、フェンス等の基礎で地盤面からの高さが 60 ㎝以下のものや門柱についてはこの限りでは

ありません。 

 

 

 

 

 

 

⑦土地の利用に関する事項 

みどり豊かな街並みを形成するため、敷地内や建築物の屋上・壁面は、積極的な緑化に努めるも

のとします。 

 

 

 

 

  

公共公益施設地区 公園地区 

公共公益施設地区 公園地区 

公共公益施設地区 公園地区 

公共公益施設地区 公園地区 
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泉小学校跡地の売却用地及び隣接する住宅地については以下の 6 種類のルールを定める予定です。 

周辺環境と調和した良好な市街地の形成にご協力ください。 

① 建築物の敷地面積の最低限度 

敷地の細分化を防止し、ゆとりある市街地環境を確保するため、100 ㎡以上とします。これによ

り、敷地面積を 100 ㎡未満に分割して建築物を建てることはできません。 

ただし、既に 100 ㎡未満の敷地は、分割をしない限り建築物を建てることができます。 

＜敷地分割の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

② 壁面の位置の制限 

建築物と建築物の間隔を空けて日当たりや風通しを確保

し、良好な市街地の形成を図るため、隣地境界線から建築

物の壁面までの距離は 0.5ｍ以上とします。 

 

③ 建築物等の高さの最高限度 

周辺の住環境に配慮した街並みの形成を図るため、建築物の高さは 10ｍ以下とします。 

 

④建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

落ち着きのある良好な街並みの形成を図るため、建築物の外壁等の色彩は周辺環境との調和に配

慮したものとします。 

 

⑤垣又は柵の構造の制限 

ブロック塀等の倒壊による災害を防ぎ、みどり豊かな街並み

の形成を図るため、道路に面して垣、柵を設ける場合は、生垣

又はフェンスとします。 

ただし、フェンス等の基礎で地盤面からの高さが 60 ㎝以下の

ものや門柱についてはこの限りではありません。 

 

⑥土地の利用に関する事項 

みどり豊かな街並みを形成するため、敷地内や建築物の屋上・壁面は、積極的な緑化に努めるも

のとします。 

におけるルール（案） 住宅地区 

80 
㎡ 

80 
㎡ 

200 ㎡ 100 ㎡ 100 ㎡ 200 ㎡ 120 ㎡ 80 ㎡ 

隣地境界線 

0.5m 

以上 
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５． 地区計画決定後の建築行為等の手続 

 

地区計画が決定されると、地区整備計画区域内で建築物の建築や工作物の建設等を行う際に、工事

に着手する 30 日前までに規定の書類を西東京市に届け出る必要があります。 

 

適合 

 

 

 

 

不適合 

 

設計変更等 

 

 

 

 

工事着手の 30 日前まで 

 

 

  

事
前
相
談 

地
区
計
画
に
基
づ
く
届
出 

届
出
審
査 

建
築
確
認
申
請 

工
事
着
手 

適合の通知 

設計変更の

勧告 

公共公益施設地区 

公園地区 住宅地区 
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６． 都市計画決定に向けたスケジュール 

 

今後は、皆様のご意見を踏まえながら、以下のとおり手続きを進めていく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

検討案作成、関係機関協議 

検討案の事前説明 

●地区計画区域内の権利者の皆様へ、検討中の案について個別にご説明いたします。 

素案説明会の開催（8/24）、アンケートの実施 

●地区計画区域内の権利者の皆様及び周辺にお住まいの皆様を対象に、素案の説

明会を開催するほか、アンケート調査によるご意見の募集を行います。 

都市計画原案の作成 

●素案説明会でのご意見やアンケート調査の結果を踏まえ、地区計画の原案（都

市計画原案）を作成します。 

原案説明会の開催、原案の公告・縦覧、及び意見書の提出 

６月 

７月 

８月 

10月
予定 

現在 

西東京市都市計画審議会への付議 

●都市計画案を西東京市都市計画審議会で審議します。 

都市計画案の作成 

●地区内の関係権利者の方に提出して頂いた意見書やご意見を踏まえ、都市計

画案を作成します。 

●地区計画区域内の権利者の皆様及び周辺にお住まいの皆様を対象に、原案の説

明会を開催します。 

●都市計画原案を市役所都市計画課の窓口で縦覧します。 

●地区内の関係権利者の方から都市計画原案に対する意見書を受け付けます。 

案説明会の開催、案の公告・縦覧、及び意見書の提出 

●案の説明会を開催します。 

●都市計画案を市役所都市計画課の窓口で縦覧します。 

●市内にお住まいの方及び利害関係のある方から都市計画案に対する意見書を

受け付けます。 

地区計画の都市計画決定の告示 

１月
予定 

３月
予定 
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参考資料編 

 

建築物を建てる場合、すでに都市計画法や建築基準法などの法律に

よって決められているルールがいくつかあります。 

このうち、代表的なルールの概要についてご紹介します。 

地区計画は、地域の特性に応じてきめ細かな市街地像を実現してい

くため、これらのルールを補完するルールとして定めるものです。 
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参考  用途地域等（現在定められているルール） 

これらのルールは、地区計画の決定後も引き続き適用されます。 
 

①用途地域 

用途地域は都市計画法と建築基準法に基づき、市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、用

途地域に応じて建てられる建築物の種類が決められています。 

12 種類ある用途地域のうち、泉小学校跡地周辺には、以下の３種類が指定されています。 

第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 

 

 

 

 

低層住宅のための地域です。 

小規模なお店や事務所を兼ねた住

宅、小中学校などが建てられます。 

 

 

 

 

 

中高層住宅のための地域です。 

住宅のほか、病院、大学、一定規

模のお店などが建てられます。 

 

 

 

 

主に中高層住宅のための地域で

す。病院、大学などのほか、一定

規模のお店や事務所など必要な利

便施設が建てられます。 

 

②建ぺい率・容積率 

建ぺい率は「敷地面積に対する建築面積の割合」、容積率は「敷地面積に対する延床面積の割合」で、

建築可能な建物のボリュームを定めるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③高度地区及び建築物の高さの限度 

「高度地区」は、主に北側の隣地の

日照や通風、採光の確保などに配慮す

るための高さの規制です。 

泉小学校跡地周辺には、右に示す２

種類の高度地区が指定されています。 

また、第一種低層住居専用地域では、

「建築物の高さの限度」が 10ｍに制限

されています。 

 

 

出典：国土交通省ホームページより 

第１種高度地区・ 

建築物の高さの限度 

第２種高度地区 

（※低層住居専用地域の場合） 
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④防火地域・準防火地域 

市街地における火災の危険性を防ぐため、建築物の規模に応じて建築物の構造を規制するものです。 

 

＜泉小学校跡地周辺に現在定められているルールのまとめ＞ 

番号 用途地域 建ぺい率 容積率 高度地区 高さの限度 
防火・準防火

地域 

① 
第一種低層住居専用地域 

40％ 80％ 
第１種高度地区 10ｍ 

指定なし 

② 50％ 100％ 準防火地域 

③ 第一種中高層住居専用地域 50％ 150％ 第２種高度地区 指定なし 準防火地域 

④ 第二種中高層住居専用地域 60％ 200％ 第２種高度地区 指定なし 準防火地域 
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お問い合わせ先 

 

 

 

 

 

都市整備部 都市計画課 都市計画担当 

〒202-8555 西東京市中町一丁目 5 番 1 号 保谷庁舎 5 階 

電話：042-438-4050 ファクス：042-438-2022 

Ｅメール：toshikei@city.nishitokyo.lg.jp  

＜担当者 広瀬（健）、中村、出利葉（いでりは）＞ 

 


